
・就労継続支援B型事業所　ライラック

・共同生活援助事業所　ぷらんつ

・障害福祉サービス等処遇改善加算（一本化後）：取得

● 入職促進にむけた取組

・外部研修・内部研修の実施

・有給休暇取得の促進

・ ICT活用による記録業務の効率化・業務負担の軽減

・ 事故・トラブル対応マニュアルの整備と職員への周知

・ ヒヤリハットの共有と再発防止の取組

・感染症対策の継続

※個人が特定されない範囲で記載

・基本給の引き上げ

・処遇改善手当の支給（業務負担に応じた手当を含む）

【障害福祉サービス等処遇改善加算に関する情報公表(見える化要件)〈令和7年度〉】

■ 事業所名

■ 公表日

■ 加算の取得状況（令和7年度）

■ 処遇改善に関する主な取組

・実習生・見学者の受入

・資格取得に向けた支援（研修情報の提供 等）

● 心身の健康管理

■ 賃金改善の内容（概要）

2026年2月18日(ホームページ掲載日）

・ホームページでのお知らせ更新・活動内容の発信

● 両立支援・多様な働き方の推進

● 資質向上やキャリアアップに向けた支援


